
平成２７年度第２２回人事委員会会議の結果  
   
１ 開催日時 

平成２８年３月２４日（木） 午前９時３０分～１１時２０分 

 

２ 開催場所 

  人事委員会室（さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 県庁第２庁舎３階） 

   

３ 出 席 者 

  【人事委員】  委員長 馬橋 隆紀  

          委 員 松沢 幸一 

【事 務 局】  事務局長ほか７名 

 

４ 議 事 

会議冒頭で、地方公務員法第１１条第２項の規定する理由に該当するため、２名による会

議開催を決定した。 

また、議案第４号及び第６号から第９号まで並びに協議第１号から第７号までについては、

埼玉県人事委員会会議規則第６条第１号の規定に該当するため非公開とすることを決定した。 

 

議案第１号「埼玉県人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則について」 

 埼玉県人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正することについて決定した。 

【決定内容】 

 １ 改正内容 

 （１）地方公務員法等の改正に伴う改正 

 （２）所掌事務の整理 

 （３）職の追加 

 （４）規定の整備 

 ２ 施行期日（予定） 

    公布日 平成２８年３月２９日 

    施行日 平成２８年４月 １日 

 

議案第２号「管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則について」 

 管理職員等の範囲を定める規則を改正することについて決定した。 

【決定内容】 

 １ 改正内容 

 （１）職の新設によるもの 

    本  庁：企画参与、地域包括ケア局長 

    地域機関：環境科学国際センター 研究企画幹、副研究所長 

 （２）組織、職の見直しによるもの 

    本  庁：スポーツ企画幹、先端産業幹の削除 

    監査事務局：主席監査員、主任監査員及び監査員を監査第一課の主席監査員、主任監査 

   員及び監査員に改正 

 ２ 施行期日（予定） 

    公布日 平成２８年４月 １日 

    施行日 平成２８年４月 １日 



 

議案第３号「地方公務員法の改正等に伴う給与制度に係る教育委員会規則の改正に係る協議につ

いて」 

 地方公務員法の改正、人事委員会勧告（平成２７年１０月）及び学校職員の給与に関する条例

の一部改正（平成２８年２月定例会）に伴い、条例が議決された場合は、次に掲げる規則の改正

等に係る協議に応じ差し支えない旨回答することについて決定した。 

【決定内容】 

 １ 改正等を行う規則 

 （１）学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 

 （２）学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則 

 （３）学校職員の単身赴任手当に関する規則 

 （４）学校職員の地域手当に関する規則 

 （５）学校職員の時間外勤務手当に関する規則 

 ２ 施行期日（予定） 

   公布日 平成２８年３月２９日 

   施行日 平成２８年４月 １日 

   適用日 平成２７年４月 １日  （１）及び（４） 

 

議案第４号「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に基づく承認について」 

 人事異動及び地方公務員法の改正に伴い、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定に

基づき、任命権者から申請のあった次の件を承認することについて決定した。  

【承認内容】 

 １ 給料月額の決定について 

 ２ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第４３条に基づく給与の決定について 

 ３ 市町村からの派遣職員及び実務研修職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する取扱要領

について 

 

議案第５号「人事記録に関する規則の一部を改正する規則について」 

 人事記録に関する規則を改正することについて決定した。 

【決定内容】 

 １ 改正内容 

   第２条中「勤務評定」を「人事評価」に改正 

 ２ 施行期日（予定） 

   公布日 平成２８年３月２９日 

   施行日 平成２８年４月 １日 

 

議案第６号「採用候補者の選考ついて」 

 知事、下水道事業管理者及び教育委員会教育長から申請のあった採用候補者について、規定に

基づき決定した。 

【決定内容】 

 １ 採用候補者数 

知      事    ６人 

下水道事業管理者    ２人 

教育委員会教育長    ７人 

 ２ 採用予定年月日 

   平成２８年４月１日 

 



 

議案第７号「昇任候補者の選考について」 

 各任命権者から申請のあった昇任候補者について、規定に基づき決定した。 

【決定内容】 

昇任候補者数 昇任予定年月日 

部長級          １５人  平成２８年４月 １日 

副部長級          １人  平成２８年３月３１日 

同上           ３１人  平成２８年４月 １日 

課長級           １人  平成２８年３月３１日 

同上           ８７人  平成２８年４月 １日 

副課長級及び主幹級    ２８人  平成２８年４月 １日 

    計       １６３人  

 

議案第８号「転任の承認について」 

 教育委員会委員長から申請のあった転任を承認することについて決定した。  

【決定内容】  

 １ 転任候補者数    ４人  

 ２ 転任予定年月日  平成２８年４月１日 

 

議案第９号「人事委員会事務局職員の人事発令について」 

 人事委員会事務局職員（役付職員）の任免について決定した。  

【決定内容】  

 出 向    ７人  

 転 入    ７人 

 昇 任    １人 

 

協議第１号「職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則及び職員の育児休業等

に関する規則の一部を改正する規則について」 

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴い、 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び職員の育児休業等に関する規則を改正することについ

て協議した。併せて、これらの条例が議決された場合に、委員長専決により処理することについ

て協議した。 

【協議内容】  

 １ 改正内容 

   公務の運営に支障がないと認める場合に、職員の申告を考慮して勤務時間を弾力的に割り

振る制度の導入に伴い、１日の最短勤務時間を６時間（育児又は介護を行う職員は４時間３

０分）、とする等の改正 

 ２ 施行期日（予定） 

   公布日 平成２８年３月２９日 

   施行日 平成２８年４月 １日 

 

協議第２号「職員の退職管理に関する規則について」 

 地方公務員法の改正及び職員の退職管理に関する条例の制定に伴い、人事委員会規則で定める

とされている事項について規則を制定することについて協議した。併せて、同条例が議決された

場合に、委員長専決により処理することについて協議した。 

【協議内容】  

 １ 制定内容 



   退職管理の適正の確保のため、管理又は監督の地位にある職員であった者の届出義務等を

制定 

 ２ 施行期日（予定） 

   公布日 平成２８年３月２９日 

   施行日 平成２８年４月 １日 

 

協議第３号「地方公務員法の改正等に伴う給与制度に係る人事委員会規則の改正について」 

 地方公務員法の改正、人事委員会勧告（平成２７年１０月）及びに職員の給与に関する条例等

の一部改正（平成２８年２月定例会）並びに平成２８年４月１日付け組織改正に伴い、次に掲げ

る規則を改正することについて協議した。併せて、条例が議決された場合に、委員長専決により

処理することについて協議した。 

【協議内容】  

〈改正等を行う規則〉  

 １ 地方公務員法の改正に伴う規則改正  

 （１）初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 

 （２）期末手当及び勤勉手当に関する規則 

 （３）管理職員特別勤務手当に関する規則等 

 ２ 人事委員会勧告等による規則改正 

 （１）初任給調整手当に関する規則 

 （２）初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 

 （３）単身赴任手当に関する規則 

 （４）地域手当に関する規則 

 （５） 時間外勤務手当に関する規則 

 ３ 組織改正に伴う規則改正  

 （１）管理職手当に関する規則  

 ４ 施行期日（予定） 

   公布日 平成２８年３月２９日 

   施行日 平成２８年４月 １日  １、２（２）から（５）まで及び３ 

   適用日 平成２７年４月 １日  ２（１）、（２）及び（４） 

 

 

協議第４号「一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部を改正する規則について」 

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正に伴い、一般職の任期付職員の採用等に関す

る規則を改正することについて協議した。併せて、同条例が議決された場合に、委員長専決によ

り処理することについて協議した。 

【協議内容】  

 １ 改正内容 

   一般職の任期付職員の号給の決定に係る規定が条例に規定されることに伴う関係規定の削

除等 

 ２ 施行期日（予定） 

   公布日 平成２８年３月２９日 

   施行日 平成２８年４月 １日 

 

 

協議第５号「一般職の任期付研究員の採用等に関する規則の一部を改正する規則について」 

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正に伴い、一般職の任期付職員の研究等に関

する規則を改正することについて協議した。併せて、同条例が議決された場合に、委員長専決に



より処理することについて協議した。 

【協議内容】  

 １ 改正内容 

   一般職の任期付研究員の号給の決定に係る規定が条例に規定されることに伴う関係規定の

削除等 

 ２ 施行期日（予定） 

   公布日 平成２８年３月２９日 

   施行日 平成２８年４月 １日 

 

協議第６号「職員の任用に関する規則の一部を改正する規則について」 

 地方公務員法の改正に伴い、職員の任用に関する規則を改正することについて協議した。併せ

て、本規則で引用等している条例が議決された場合に、委員長専決により処理することについて

協議した。 

【協議内容】  

 １ 改正内容 

   任用の定義の明確化、採用及び昇任の章の分割等 

 ２ 施行期日（予定） 

   公布日 平成２８年３月２９日 

   施行日 平成２８年４月 １日 

 

協議第７号「埼玉県人事委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について」 

 地方公務員法等の改正、関係する条例及び規則の改正等に伴い、埼玉県人事委員会事務決裁規

程を改正することについて協議した。併せて、本訓令で引用等している条例が議決された場合に、

委員長専決により処理することについて協議した。 

【協議内容】  

 １ 改正内容 

   勤務時間を弾力的に割り振る制度の導入に伴う事務局長決裁事項の追加等 

 ２ 施行期日（予定） 

   公布日 平成２８年４月 １日 

   施行日 平成２８年４月 １日 

 


